
規

則

(

第
五
十
四
号)

○
議
会
の
議
員
そ
の
他
の
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
等
補
償
に
関
す
る
条
例
施

行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

総
務
事
務
セ
ン
タ
ー)

一

告

示

(

第
千
九
十
八
号
・
千
九
十
九
号)

○
福
岡
県
農
業
改
良
資
金
貸
付
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

(

農
業
経
済
課)

一

○
福
岡
県
地
域
総
合
整
備
資
金
貸
付
要
綱
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

(

地
域
政
策
課)

二

選
挙
管
理
委
員
会

○
公
職
選
挙
法
事
務
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

(
地

方

課)

二

議
会
の
議
員
そ
の
他
の
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
等
補
償
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
六
月
一
日

福
岡
県
知
事

麻

生

渡

福
岡
県
規
則
第
五
十
四
号

議
会
の
議
員
そ
の
他
の
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
等
補
償
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

議
会
の
議
員
そ
の
他
の
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
等
補
償
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

(

昭
和
四
十

三
年
福
岡
県
規
則
第
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
条
第
一
項
中
第
四
号
を
削
り
、
第
五
号
を
第
四
号
と
し
、
第
六
号
か
ら
第
十
九
号
ま
で
を
一

号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

附

則

(

施
行
期
日)

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

経
過
措
置)

２

改
正
後
の
第
二
十
条
第
一
項
各
号
の
規
定
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日

(

以
下

｢

施
行
日｣

と
い

う
。)

以
後
に
行
う
べ
き
事
由
が
生
じ
た
福
祉
事
業
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
行
う
べ
き
事

由
が
生
じ
た
福
祉
事
業
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

福
岡
県
告
示
第
千
九
十
八
号

福
岡
県
農
業
改
良
資
金
貸
付
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
九
年
六
月
一
日

福
岡
県
知
事

麻

生

渡

福
岡
県
農
業
改
良
資
金
貸
付
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

福
岡
県
農
業
改
良
資
金
貸
付
規
程

(

平
成
十
四
年
九
月
福
岡
県
告
示
第
千
五
百
五
十
五
号)

の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
十
二
号
中

｢

担
い
手
育
成
農
作
業
受
委
託
促
進
事
業
実
施
要
領

(

平
成
十
六
年
四
月
一
日

付
け
十
五
経
営
第
六
千
七
百
号
農
林
水
産
事
務
次
官
依
命
通
知)

｣

を

｢

農
地
保
有
合
理
化
担
い
手
育

成
地
域
推
進
事
業
実
施
要
領

(

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日
付
け
十
八
経
営
第
七
千
三
百
三
十
三
号
農
林

水
産
事
務
次
官
依
命
通
知)

｣

に
改
め
る
。

第
七
条
第
一
項
中

｢

借
入
申
込
希
望
書

(

資
金
基
本
要
綱
に
お
い
て
定
め
る
借
入
申
込
希
望
書
を
い

う
。
以
下
同
じ
。)

｣

を

｢

別
に
定
め
る
借
入
申
込
希
望
書｣

に
改
め
る
。

…
…
…
…
…

…
…
…
…
…

…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
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目

次

規

則

告

示

｢
｢

｢

様
式
第
二
号
中

を

に
、

を

｣
｣

｣
歳

年
齢

歳

年
齢

２
.
女

１
.
男

性
別

コ
ー
ド

特
例
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附

則

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

福
岡
県
告
示
第
千
九
十
九
号

福
岡
県
地
域
総
合
整
備
資
金
貸
付
要
綱
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
九
年
六
月
一
日

福
岡
県
知
事

麻

生

渡

福
岡
県
地
域
総
合
整
備
資
金
貸
付
要
綱
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

福
岡
県
地
域
総
合
整
備
資
金
貸
付
要
綱

(

平
成
二
年
八
月
福
岡
県
告
示
第
千
三
百
二
十
六
号)

の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
中

｢

株
式
会
社
、
有
限
会
社
、
民
法

(

明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号)

第
三
十
四
条
の

規
定
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
そ
の
他
の
法
人
と
す
る
。｣

を

｢

法
人
格
を
有
す
る
団
体
と
す
る
。｣

に
改
め
る
。

第
五
条
第
二
項
中

｢

貸
付
金
額
を｣

を

｢

貸
付
金
額
は｣

に
、

｢

限
度
と
し
て
増
額
さ
せ
る
こ
と
が

で
き
る
。｣

を

｢

限
度
と
す
る
。｣

に
改
め
る
。

附
則
第
二
項
中

｢

平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で｣

を

｢

平
成
十
九

年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で｣

に
改
め
、
同
項
の
表
第
五
条
第
一
項
の
項
を
削

り
、
同
表
第
五
条
第
五
項
の
項
中

｢

を

｣

｢

に
改
め
、

｣

同
表
第
五
条
第
六
項
の
項
中

｢

を

｣

｢

に
改
め
る
。

｣

附

則

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
福
岡
県
地
域
総
合
整
備
資
金
貸
付
要
綱
の
規
定

は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
七
十
号

公
職
選
挙
法
事
務
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
九
年
六
月
一
日

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

田

辺

俊

明

公
職
選
挙
法
事
務
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

公
職
選
挙
法
事
務
取
扱
規
程

(

平
成
十
二
年
五
月
福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
規
程
第
五
十
号)

の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中

改
め
る
。

第
七
章
中
第
二
十
七
条
を
第
二
十
七
条
の
二
と
し
、
同
条
の
前
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

(

郵
便
等
に
よ
る
在
外
投
票
の
投
票
用
紙
及
び
投
票
用
封
筒
を
発
送
す
る
日)

第
二
十
七
条

在
外
選
挙
執
行
規
則

(

平
成
十
一
年
自
治
省
令
第
二
号)

第
二
十
三
条
第
三
号
に
規
定

す
る
当
該
選
挙
に
関
す
る
事
務
を
管
理
す
る
選
挙
管
理
委
員
会
が
定
め
る
日
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

� � � � ���������	 
�	 ����� ��� �

｢

に
改
め
る
。

｣

特
例

償
還

２
.
無

１
.
有

貸
付

補
助
残

六
億
円

七
億
円

七
億
五
千
万
円

八
億
円

七
億
五
千
万
円

八
億
円

六
億
円

七
億
円

七
億
五
千
万
円

八
億
円

七
億
五
千
万
円

八
億
円

選
挙
管
理
委
員
会

｢

第
七
章

在
外
投
票

(

第
二
十
七
条)

第
二
十
七
条

(

在
外
投
票
事
務
処
理
簿
の
作
成)

｣

を

｢

第
七
章

在
外
投
票

(

第
二
十
七
条

第
二
十
七
条
の
二)

第
二
十
七
条

(

郵
便
等
に
よ
る
在
外
投
票
の
投
票
用
紙
及
び
投
票
用
封
筒
を
発
送
す
る
日)

第
二
十
七
条
の
二

(

在
外
投
票
事
務
処
理
簿
の
作
成)

｣

に



る
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
日
と
す
る
。

一

衆
議
院
議
員
又
は
参
議
院
議
員
の
統
一
対
象
再
選
挙

(

法
第
三
十
三
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す

る
統
一
対
象
再
選
挙
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

又
は
補
欠
選
挙
が
同
項
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
る

場
合

九
月
十
六
日
か
ら
翌
年
の
三
月
十
五
日
ま
で
に
当
該
選
挙
を
行
う
べ
き
事
由
が
生
じ
た
場

合
は
当
該
期
間
の
直
後
の
三
月
十
六
日
、
三
月
十
六
日
か
ら
そ
の
年
の
九
月
十
五
日
ま
で
に
当
該

選
挙
を
行
う
べ
き
事
由
が
生
じ
た
場
合
は
当
該
期
間
の
直
後
の
九
月
十
六
日

二

衆
議
院
議
員
又
は
参
議
院
議
員
の
統
一
対
象
再
選
挙
又
は
補
欠
選
挙
が
法
第
三
十
三
条
の
二
第

三
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
る
場
合

当
該
選
挙
を
行
う
べ
き
事
由
が
生
じ
た
旨
を

県
の
委
員
会
が
告
示
し
た
日
又
は
参
議
院
議
員
の
任
期
満
了
の
日
前
六
十
日
に
当
た
る
日
の
い
ず

れ
か
遅
い
日

三

衆
議
院
議
員
若
し
く
は
参
議
院
議
員
の
再
選
挙
が
法
第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

行
わ
れ
る
場
合
又
は
衆
議
院
議
員
若
し
く
は
参
議
院
議
員
の
統
一
対
象
再
選
挙
若
し
く
は
補
欠
選

挙
が
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
る
場
合

当
該
選
挙
を
行
う
べ
き
事
由
が
生
じ
た
旨
を

県
の
委
員
会
が
告
示
し
た
日

２

法
第
三
十
三
条
の
二
第
七
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
同
項
第
一
号
中

｢

当
該
選
挙
を
行
う
べ
き
事
由｣

と
あ
る
の
は

｢

同
条
第
七
項
の
規
定
に

よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
遅
い
方
の
事
由｣
と
、
同
項
第
二
号
中

｢

当
該
選
挙
を
行
う
べ
き
事
由｣

と
あ
る
の
は

｢

同
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ

る
同
条
第
三
項
又
は
第
四
項
に
規
定
す
る
遅
い
方
の
事
由｣

と
、
同
項
第
三
号
中

｢
当
該
選
挙
を
行

う
べ
き
事
由｣

と
あ
る
の
は

｢

同
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
一
項

又
は
第
五
項
に
規
定
す
る
遅
い
方
の
事
由｣

と
す
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
平
成
十
九
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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